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公衆衛生(Public Health)とは C. Winslow 1920

• 環境衛生の改善，伝染病の予防，個人衛生の原
理にもとづく衛生教育，疾病の早期診断と予防
的治療のための医療および看護業務の組織化，
さらに地域社会のすべての住民が健康を保持す
るにたる生活水準を保障するような社会機構の
発展を目指して行われる地域社会の努力を通じ
て，疾病を予防し，生命を延長し，健康と人間
的能率の増進をはかる科学であり，技術である

北海道大学の基本理念

フロンティア精神：学生及び教職員がそれぞれの時代の課題
を引き受け、敢然として新しい道を切り拓いていくべきと
する理想主義

国際性の涵養：欧米の文化と科学技術を導入し、外国人教師
の英語による授業を行った札幌農学校は、設立当初から多
様な世界にその精神を開いていた

全人教育：札幌農学校は、農業専門家の養成に止まらず、豊
かな人間性と高い知性を兼ね備え、広い教養を身につけた
人間の育成を図った

実学の重視：現実世界と一体となった普遍的学問の創造とし
ての研究と、基礎研究のみならず応用や実用化を重んじ研
究成果の社会還元を重視する
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北海道大学：平成38年に創基150年
医学部：平成31年に創立100周年

北大キャンパス
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4１－１ 社会的背景・ミッションの再定義，医学院設置の必要性

社会背景
○社会の創造・成長を牽引する人材の不足

○現代社会の健康・医療問題のグローバル化，
多面化による公衆衛生への社会的関心の高まり

○生命関連データ量の増大による医学・情報科学
の融合の必要性

学内背景
○学院・研究院構想の推進
・伝統的な学問分野での研究蓄積の発展的な継承
・先端的・学際的な研究と知識の教授

↓
○医療系の高度専門職業人の養成に向けて，全学的に
医系大学院を再編
・医学研究科及び歯学研究科の学院・研究院への移行
・医理工学院の設置

本学の医学系分野のミッションの再定義
○北海道大学の理念（フロンティア精神，国際性の涵養，全人教育，実学の重視）等に基づく，指導的立場
として活躍できる医師・研究者等の養成の推進

○基礎研究成果の臨床への橋渡し研究拠点

１．医学研究科教員の他学院（医理工学院，国際感染症学院）教育への参画
２．他研究科等教員の医学院教育への参画
３．ＭＰＨ（公衆衛生学修士）コース設置の必要性
４．橋渡し研究を推進する教育，医学・情報科学を融合した教育の実施の必要性

医学研究科の再編の必要性→医学院，医学研究院の設置

北海道大学に公衆衛生学コースを設置する必要性

現代社会の健康・医療
問題のグローバル化，
多面化への対応

・温暖化に代表される地球環境変化
・加速する少子高齢化
・うつ病・自殺者，過労死の増加
・原発事故に引き続く放射能汚染
・食の安全 など

国際競争力の強化「臨
床及び医療行政現場の
高まる課題への対応」

・エビデンスに基づく診断・治療の確立
・エビデンスに基づく医療政策の立案
・国際競争力の強化

世界水準からの遅れ
（米国の現状）

・1916年ジョンズホプキンズ大学に設置
・米国2010年46校 学生総数26,430人（人口約3.1億人）
⇔日本2014年（人口約1.2億人）、
入学定員：専門職大学院104名，公衆衛生学コース約50名

北海道の特徴

・人口：543万人（全国の4.3％）
・面積：国土の22％
・自然・社会・環境問題等の独自性
・他地区の先を行く高齢化
→北海道の公衆衛生対策の重要性と普遍性

北海道大学の特徴
・総合大学（医療系・生命理工学系
・人文社会科学系大学院の充実）

→学際的な教育体制の整備が可能
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医学研究科
Graduate School of Medicine

医科学専攻（修士課程）
Division of Medical Science

入学定員30名
標準修業年限2年

医学専攻（博士課程）
Division of Medicine
入学定員100名
標準修業年限4年

医学専門コース（廃止）
Medical Specialist Course

医科学コース
Medical Science Course

社会医学コース
Social Medicine Course

基盤医学コース
Basic Medicine Course

臨床医学コース
Clinical Medicine Course

社会医学コース
Social Medicine Course

医学院
Graduate School of Medicine

医科学専攻（修士課程）
Division of Medical Science

入学定員20名
標準修業年限2年※

医学専攻（博士課程）
Division of Medicine
入学定員90名

標準修業年限4年

公衆衛生学コース
２年コース／１年コース

Public Health Course

臨床医学コース
Clinical Medicine Course

医科学コース
Medical Science Course

（発展）

修士（医科学）
Master of Medical Science

修士（公衆衛生学）
Master of Public Health

基盤医学コース
Basic Medicine Course

社会医学コース
Social Medicine Course

H29.4設置

博士（医学）
Doctor of  Philosophy

養成する人材像
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• 北海道大学の４つの基本理念（フロンティア精神，国際性の涵養，全
人教育，実学の重視）及び医学院の理念（世界をリードする先進的医
学研究の推進，高い倫理観と豊かな人間性を有する医学研究者・医療
人の育成による人類の健康と福祉への貢献）の下，医学・生命科学・
社会医学（公衆衛生学）に関する高い倫理観及び高度な専門的知識と
研究及び教育・実践能力を備えた人材，ならびに健康および安全に対
する多様かつ広範な地域社会または国際社会の要請に応えることので
きる広くかつ高い見識を備えた人材の養成を教育目標とする。

医科学専攻修士課程

• 医学院の教育目標に基づき，医学・生命科学・公衆衛生学領域の研究
者や教育者として，医療・公衆衛生関連分野の高度専門職業人として，
あるいは保健医療や保健政策マネジメントなどの専門家として，それ
ぞれの領域において貢献をなす活動を将来独自で行えるための基礎的
知識と基礎的技能を有した人材を養成する。

関連分野（教室）

• 衛生学・細胞予防医学分野

• 公衆衛生学分野

• 医療政策評価学分野

• 医学統計学分野

• 医学教育・総合診療医学分野

• レギュラトリー・サイエンス分野

• 先進医療マネジメント学分野

• 法医学分野（2018年度から）
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1年コース/2年コース

２年コース：社会全体ならびに人々の健康と生活，
安全の維持・向上のために，公衆衛生上の諸課題に
対し，幅広い知識と高い技能をもって活躍する人材
の育成を目的とする

１年コース：一定の実務経験を有する医師・歯科医
師・薬剤師などを対象として，医療・公衆衛生領域
で活躍できる高度専門職業人を１年で育成すること
を目的とする

（１）大学における医学，歯学又は６年制の薬学を履修する課程を卒業し，
医師，歯科医師又は薬剤師として，２年以上の実務経験（臨床研修の期
間を含む。）を有する者

（２）本学院において，個別の審査により，上記（１）に相当すると認め
た者
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修得する能力

• 社会全体ならびに人々の健康と生活、安全にとって必要
なシステム・ルールを理解できる。

• 社会全体ならびに人々の健康と生活、安全の実態とその
維持・向上に必要な情報を入手できる。

• 入手した情報を科学的に吟味解釈し、結果を関係各所に
発信できる。

• 情報が不足している場合には、自らその情報を得るため
に行動できる。

• 得られた結果から、必要な対策を立案できる。

• 対策を実施するために関係各所と必要な調整ができる。

• 実施した対策の結果を評価し、次の対策につなぐことが
できる。
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共通コア科目

基本医学研究概論

基本実験・研究計画法

医倫理学序論

トランスレーショナルリサー

チ概論

必修科目I

基礎疫学

基礎生物統計学

基礎社会行動科学

基礎保健医療管理学

基礎環境保健学

基礎医学概論

臨床医学概論

教育カリキュラム（青字は2年コースのみ）

必修科目II

公開発表演習

研究発表技法Ⅰ

研究発表技法Ⅱ

基本公衆衛生学研究Ⅰ

基本公衆衛生学研究Ⅱ

選択科目

応用疫学

応用生物統計学

応用社会行動科学

応用保健医療管理学

応用環境保健学

30単位以上修得

+修士論文または特定の課題についての研究の成果

（1年コース）に関する審査及び試験に合格
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公衆衛生学

疫学

生物統
計学

社会行
動科学

環境保
健学

保健医
療管理
学



2016/11/1

3

ディプロマポリシー

• 社会全体及び人々の健康と生活・安全に必要な仕
組みを理解し，公衆衛生学上又は予防医学上の諸
課題の解決に必要な情報の収集・分析により，健
康の維持増進に向けた対策を立案するとともに，
これを円滑に実施し，得られた結果を適切に評価
することにより，新たな課題を次の対策につなげ
て持続的に公衆衛生学領域の発展に寄与する能力
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キャリアパス
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行政機関（国・自治体・国際機関），企業・団体の健康管
理部門における公衆衛生学の専門家

医療機関における高度な公衆衛生学の知識を有する医師・
歯科医師など


